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④
刑
事
施
設
及
び
保
護
観
察
所
に
お
け
る
認
知
行
動
療
法
を
活
か
し
た
専
門
的
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
拡
充
を
検
討

⑤
必
要
な
体
制
が
で
き
た
地
方
公
共
団
体
に
対
し
、
出
所
者
に
関
す
る
情
報
を
含
め
た
必
要
な
情
報
提
供
が
で
き
る
こ
と
を
明
示

⑥
仮
釈
放
中
の
性
犯
罪
者
等
へ
の
Ｇ
Ｐ
Ｓ
機
器
の
装
着
等
に
つ
い
て
、
諸
外
国
の
法
制
度
等
を
把
握
し
た
上
で
検
討

性
犯
罪
・
性
暴
力
対
策
の
強
化
の
方
針
（
概
要
）

性
犯
罪
者
に
対
す
る
再
犯
防
止
施
策
の
更
な
る
充
実

①
「
性
犯
罪
に
関
す
る
刑
事
法
検
討
会
」
（
６
月
４
日
に
第
１
回
開
催
）
に
お
い
て
、
幅
広
く
意
見
を
聴
き
な
が
ら
、
性
犯
罪
に
厳
正

か
つ
適
切
に
対
処
で
き
る
よ
う
、
速
や
か
に
、
か
つ
丁
寧
に
、
検
討
を
進
め
、
検
討
結
果
に
基
づ
い
て
、
所
要
の
措
置
を
講
じ
る
。

②
児
童
や
障
害
の
あ
る
被
害
者
か
ら
の
聴
取
を
含
め
、
被
害
者
の
事
情
聴
取
の
在
り
方
等
に
つ
い
て
、
よ
り
一
層
適
切
な
も
の
と
な
る

よ
う
な
取
組
に
つ
い
て
、
更
に
検
討
し
、
適
切
に
対
処

③
検
察
官
等
に
対
し
、
「
フ
リ
ー
ズ
」
と
呼
ば
れ
る
症
状
を
含
め
、
性
犯
罪
に
直
面
し
た
被
害
者
心
理
や
、
障
害
の
あ
る
被
害
者
の
特

性
や
対
応
に
つ
き
、
研
修
を
実
施

刑
事
法
に
関
す
る
検
討
と
そ
の
結
果
を
踏
ま
え
た
適
切
な
対
処
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⑦
性
犯
罪
に
関
す
る
被
害
の
届
出
が
な
さ
れ
た
場
合
の
即
時
受
理
の
徹
底

⑧
捜
査
段
階
に
お
け
る
二
次
的
被
害
の
防
止
（
女
性
警
察
官
の
配
置
促
進
、
警
察
官
等
に
対
す
る
研
修
の
充
実
）

⑨
性
犯
罪
被
害
相
談
電
話
に
つ
な
が
る
全
国
共
通
番
号
（
＃
８
１
０
３
）
の
周
知

⑩
緊
急
避
妊
等
に
要
す
る
費
用
や
診
療
料
・
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
料
の
公
費
負
担
制
度
の
適
切
な
運
用


ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
支
援
セ
ン
タ
ー
に
つ
な
が
る
た
め
の
体
制
の
強
化

⑪
全
国
共
通
短
縮
番
号
の
導
入
、
無
料
化
の
検
討

⑫
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
支
援
セ
ン
タ
ー
の
広
報
周
知
、
学
校
を
通
じ
た
中
高
生
へ
の
周
知
、
地
域
の
関
係
機
関
へ
の
周
知

⑬
Ｓ
Ｎ
Ｓ
相
談
の
通
年
実
施
の
検
討

⑭
メ
ー
ル
相
談
、
オ
ン
ラ
イ
ン
面
談
、
手
話
な
ど
の
多
様
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
方
法
の
確
保
や
外
国
語
通
訳
の
活
用
等
の

推
進

⑮
夜
間
休
日
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
の
設
置
検
討
、
緊
急
時
の
都
道
府
県
の
支
援
体
制
と
連
携

⑯
都
道
府
県
の
実
情
に
応
じ
た
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
支
援
セ
ン
タ
ー
等
の
増
設
の
検
討
を
進
め
、
施
策
を
講
じ
る
。

性
犯
罪
・
性
暴
力
対
策
の
強
化
の
方
針
（
概
要
）

被
害
申
告
・
相
談
を
し
や
す
い
環
境
の
整
備
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地
域
に
お
け
る
被
害
者
支
援
の
中
核
的
組
織
と
し
て
、
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
支
援
セ
ン
タ
ー
の
体
制
充
実
や
連
携
強
化

⑰
病
院
に
セ
ン
タ
ー
を
設
置
す
る
こ
と
や
、
必
ず
つ
な
が
る
こ
と
が
で
き
る
中
核
的
病
院
と
の
提
携

⑱
都
道
府
県
、
病
院
（
医
師
、
看
護
師
等
）
、
警
察
、
弁
護
士
、
婦
人
相
談
所
、
児
童
相
談
所
等
地
域
の
関
係
機
関
と
の
連
携
強

化
。
そ
の
た
め
に
、
国
レ
ベ
ル
で
検
討
の
場
を
置
き
、
令
和
２
年
度
内
に
一
定
の
結
論
を
得
て
推
進
。

⑲
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
、
地
域
の
関
係
機
関
間
連
携
を
強
化
す
る
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
の
配
置
、
常
勤
化
及
び
事
務
職
員
の
配
置

に
よ
る
セ
ン
タ
ー
の
体
制
強
化

⑳
相
談
員
、
行
政
職
員
、
医
療
関
係
者
、
セ
ン
タ
ー
長
や
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
に
対
す
る
研
修
の
実
施
。
基
礎
知
識
に
関
す
る
オ

ン
ラ
イ
ン
研
修
教
材
の
開
発
・
提
供

㉑
中
長
期
的
な
支
援
（
ト
ラ
ウ
マ
に
対
応
で
き
る
医
師
等
専
門
職
育
成
や
、
福
祉
部
局
等
と
の
連
携
、
婦
人
保
護
施
設
に
お
け
る

性
暴
力
被
害
者
に
対
す
る
心
理
的
ケ
ア
や
自
立
支
援
、
同
伴
児
童
へ
の
学
習
支
援
）

㉒
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
支
援
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
医
療
費
負
担
の
軽
減
（
都
道
府
県
外
で
の
被
害
へ
の
支
援
の
扱
い
の
整
理
）
、
監
護
者

の
精
神
的
ケ
ア
も
含
め
た
検
討
等

㉓
障
害
者
や
男
性
等
の
多
様
な
被
害
者
に
対
応
で
き
る
よ
う
、
関
係
機
関
が
協
力
し
て
、
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
支
援
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る

支
援
実
態
等
の
調
査
研
究
、
研
修
の
実
施

㉔
婦
人
保
護
事
業
の
新
た
な
法
的
枠
組
み
等
の
検
討
の
加
速
、
地
域
連
携
強
化
に
よ
る
性
犯
罪
・
性
暴
力
被
害
者
支
援
の
拡
充
、
行

政
・
民
間
団
体
の
連
携
・
協
働
に
よ
る
若
年
女
性
支
援
（
夜
間
の
見
回
り
・
声
か
け
な
ど
の
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
支
援
、
居
場
所
確
保
、

自
立
支
援
等
）

切
れ
目
の
な
い
手
厚
い
被
害
者
支
援
の
確
立

性
犯
罪
・
性
暴
力
対
策
の
強
化
の
方
針
（
概
要
）

4




子
供
を
性
暴
力
の
当
事
者
に
し
な
い
た
め
の
生
命
（
い
の
ち
）
の
安
全
教
育
の
推
進
。
性
暴
力
の
加
害
者
、
被
害
者
、
傍
観
者
に
な

ら
な
い
よ
う
、
学
校
教
育
が
よ
り
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
。

㉕
生
命
の
尊
さ
を
学
び
生
命
を
大
切
に
す
る
教
育
、
自
分
や
相
手
、
一
人
一
人
を
尊
重
す
る
教
育
を
さ
ら
に
推
進
。
加
え
て
、
以
下
の

取
組
を
推
進
。


幼
児
期
・
低
学
年

「
水
着
で
隠
れ
る
部
分
」
は
、
他
人
に
見
せ
な
い
、
触
ら
せ
な
い
、
も
し
触
ら
れ
た
ら
大
人
に
言
う
、

他
人
に
触
ら
な
い
こ
と
の
指
導


高
学
年
・
中
学
校

Ｓ
Ｎ
Ｓ
等
で
知
り
合
っ
た
人
に
会
う
こ
と
な
ど
の
危
険
や
被
害
に
遭
っ
た
場
合
の
対
応


中
学
校
・
高
校

い
わ
ゆ
る
「
デ
ー
ト
Ｄ
Ｖ
」
、
性
被
害
に
遭
っ
た
場
合
の
相
談
先


高
校
・
大
学

レ
イ
プ
ド
ラ
ッ
グ
、
酩
酊
状
態
に
乗
じ
た
性
的
行
為
、
セ
ク
ハ
ラ
等
の
問
題
や
、

被
害
に
遭
っ
た
場
合
の
対
応
、
相
談
窓
口
の
周
知


障
害
の
あ
る
児
童
生
徒
等
に
つ
い
て
、
個
々
の
障
害
の
特
性
や
程
度
等
を
踏
ま
え
た
適
切
な
指
導
の
実
施

㉖
工
夫
し
た
分
か
り
や
す
い
教
材
や
年
齢
に
応
じ
た
適
切
な
啓
発
資
料
、
手
引
書
等
を
関
係
府
省
で
早
急
に
作
成
・
改
訂
。
文
部
科
学

省
か
ら
教
育
委
員
会
や
高
等
教
育
機
関
等
へ
の
周
知
。
地
域
の
実
情
に
応
じ
た
段
階
的
な
教
育
の
現
場
へ
の
取
り
入
れ
。

教
職
員
を
含
む
関
係
者
へ
の
研
修
の
実
施
。

㉗
学
校
等
で
相
談
を
受
け
る
体
制
の
強
化
。
相
談
を
受
け
た
場
合
の
教
職
員
の
対
応
に
つ
い
て
の
研
修
の
充
実
。

㉘
大
学
等
に
お
け
る
セ
ク
ハ
ラ
や
性
暴
力
被
害
の
相
談
窓
口
の
整
備
や
周
知
、
担
当
者
へ
の
研
修
の
促
進

教
育
・
啓
発
活
動
を
通
じ
た
社
会
の
意
識
改
革
と
暴
力
予
防

性
犯
罪
・
性
暴
力
対
策
の
強
化
の
方
針
（
概
要
）
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本
年
７
月
を
目
途
に
、
具
体
的
な
実
施
の
方
法
や
期
限
な
ど
の
工
程
を
作
成
。


毎
年
４
月
を
目
途
に
進
捗
状
況
や
今
後
の
取
組
に
つ
い
て
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
を
実
施
。

㉟
性
暴
力
の
実
態
把
握

（
若
年
層
の
性
暴
力
被
害
の
実
態
把
握
、
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
支
援
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
詳
細
な
支
援
実
態
調

査
、
障
害
者
の
性
暴
力
被
害
の
実
態
把
握
の
た
め
の
取
組
の
検
討
）

方
針
の
確
実
な
実
行

性
犯
罪
・
性
暴
力
対
策
の
強
化
の
方
針
（
概
要
）


わ
い
せ
つ
行
為
を
行
っ
た
教
員
等
の
厳
正
な
処
分

※
保
育
士
へ
の
同
様
の
対
応
を
検
討

㉙
懲
戒
免
職
（
原
則
）
や
遺
漏
の
な
い
告
発
の
実
施
の
徹
底
に
関
す
る
教
育
委
員
会
へ
の
指
導

㉚
教
員
免
許
状
の
管
理
等
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
よ
り
厳
し
く
見
直
す
べ
く
検
討

㉛
「
相
手
の
同
意
の
な
い
性
的
行
為
を
し
て
は
な
ら
な
い
」
「
性
暴
力
は
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
あ
り
、
悪
い
の
は
加
害
者
で

あ
る
」
と
い
う
社
会
の
意
識
の
醸
成
が
大
切
。
令
和
２
年
の
「
女
性
に
対
す
る
暴
力
な
く
す
運
動
」
（

11
/1

2-
25
）
に
お
い
て
、

「
性
暴
力
」
を
テ
ー
マ
と
し
て
、
広
報
啓
発
を
実
施
。

㉜
令
和
３
年
か
ら
、
毎
年
４
月
を
、
若
年
層
の
性
暴
力
被
害
予
防
の
た
め
の
月
間
と
し
、
啓
発
を
徹
底
。
（

AV
JK
問
題
の
更
な
る
啓

発
、
レ
イ
プ
ド
ラ
ッ
グ
の
問
題
な
ど
若
年
層
の
様
々
な
性
暴
力
の
予
防
啓
発
。
性
暴
力
被
害
に
関
す
る
相
談
先
の
周
知
。
周
り
か

ら
の
声
掛
け
の
必
要
性
な
ど
の
啓
発
。
）

㉝
保
護
者
等
を
対
象
に
実
施
す
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
マ
ナ
ー
等
の
啓
発
時
の
性
被
害
防
止
に
つ
い
て
の
啓
発

㉞
Ｓ
Ｎ
Ｓ
利
用
に
起
因
す
る
中
高
生
な
ど
の
子
供
の
性
被
害
を
防
止
す
る
た
め
、

SN
S上

の
子
供
の
性
被
害
に
つ
な
が
る
お
そ
れ
の

あ
る
不
適
切
な
書
き
込
み
に
対
す
る
広
報
啓
発
を
実
施
。

教
育
・
啓
発
活
動
を
通
じ
た
社
会
の
意
識
改
革
と
暴
力
予
防
（
２
）
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